
鹿児島県における未収債権対策について

（県税徴収対策）
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１-(1)．県全体の未収債権対策について

「未収債権対策プロジェクトチーム会合」
・ 副知事を座長に未収債権を所管する各部局長等を構成員として組織
・ 県税のほか，分担金及び負担金，使用料及び手数料，財産収入，貸

付金償還金その他の債権について，未済原因及び徴収事務の経過
等を明らかにし，その対策を推進するために設置

H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30
県税 3,964 4,959 4,708 3,915 3,112 2,178 2,017

税外 4,325 3,797 3,733 7,170 5,432 3,531 3,462
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１ｰ(2) 未収債権対策ＰＴの取組
• 「債権管理マニュアル」等に基づき，未収債権の解消と発生の未然防止に向けた取組をより一層強化

① 県 税

・「特別滞納整理班」による個人住民税徴収対策の拡充・強化

地方税法第４８条引継ぎ（鹿児島地振局鹿児島市駐在），相互併任による支援（熊毛・大島支庁），県税の高額事案に対応する専任班の設置（鹿児島地振局）

・個人住民税の特別徴収制度の適正化（H27年5月一斉指定，県の入札参加資格時の実施状況確認など）

・コンビニ，クレジット，ペイジー，スマホ決済アプリ等，納付方法の拡大による利便性の向上

・「自動車税納税お知らせセンター」の設置（H21～，うっかり滞納を早期に切り分け，徴税吏員のマンパワーを滞納処分等に集約）

・「県下一斉給与差押え徴収強化期間（7～8月，11月～1月）」の設定（H23～，層の厚い給与所得者をターゲットに現年度自動車税滞納者を年内に給与差押）

・タイヤロック，捜索，公売の実施 など

② 中小企業支援資金貸付金

・「債権回収強化期間」，「延滞発生未然防止月間」の設定，長期延滞組合に対する法的措置（債権差押え）の実施

③母子父子寡婦福祉資金貸付金

・訪問等による償還計画作成や分割納入の指導，口座振替制度の推進

④ 県営住宅使用料

・「夜間督促強化期間」の設定，口座振替制度の推進，長期・高額滞納者への法的措置（即決和解の申し立て等）

・滞納家賃回収強化委託事業の実施

• 今後に向けても・・・ 未収債権対策ＰＴを中心に全庁的な未収債権対策を推進

※ 税外債権における債権放棄の導入検討

※ 県の補助・貸付・許認可等への「県税未納なし証明書」の添付拡大

Ｈ３０年度の取組
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２．県税のすがた
項目

年度

Ｈ２７
(決算）

Ｈ２８
(決算）

Ｈ２９
(決算）

Ｈ３０
(決算）

Ｒ元
（当初）

税 収 143,746 147,272 149,127 149,484 148,933
徴 収 率 97.97 98.41 98.50 98.56 －

収入未済額 2,707 2,178 2,077 2,017 －

単位：百万円，％

地方交付税, 
272,165 , 

33%

県税, 
148,933 , 

18%

国庫支出金, 
156,783 , 

19%

県債, 97,948 , 
12%

その他, 
151,544 , 

18%

一般会計の構成比

計 148,933百万円

個人県民税, 
44,127 , 30%

法人二税, 
33,591 , 23%

地方消費税, 
29,673 , 20%

自動車税, 
18,511 , 12%

軽油引取税, 
12,446 , 8%

その他, 
10,585 ,

7%

Ｒ元年度当初予算 税目別構成

計 827,373百万円
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３．県税収入未済額の推移(H18～30年度）

県税収入未済額は，Ｈ２１以降，縮減を続けており，Ｈ３０年度の収入未済額は，Ｈ２０との比較
では２９億４２百万円減の２０億１７百万円となっている。
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H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
その他の税 1,197 1,246 1,050 672 705 543 449 385 326 265 232 264 364

自動車税 1,242 1,163 1,210 1,132 989 826 603 486 401 328 255 211 181

個人県民税 1,525 2,221 2,699 3,012 3,015 2,946 2,863 2,637 2,385 2,114 1,691 1,602 1,472
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4,708百万円 個人県民税の滞納が全滞納の
７３％（１４億７２百万円）を占め
る状況
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４．収入歩合の推移

H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30
県税 96.79 96.33 96.05 96.58 97.36 98.41 98.56

個人県民税 93.16 93.6 92.45 92.88 94.19 95.89 96.52

自動車税 93.75 93.59 94.38 96.33 97.47 98.38 98.88

その他の税 98.49 98.49 98.84 99.17 99.44 99.71 99.56
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○ 県税の収入歩合
は着実に向上。

○ 市町村が賦課徴
収する個人県民税の
収入歩合も着実に向
上している。

○ Ｈ３０全国平均

都道府県税

98.74％(本県33位）

個人県民税

96.47％(本県24位)

個人県民税

県税
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５ 県税の滞納縮減対策

会長：副知事
委員：総務部長

文化スポーツ局長
男女共同参画局長
企画部長
環境林務部長
くらし保健福祉部長
商工労働水産部長
農政部長
土木部長
教育長
警察本部長

幹事長：総務部次長
幹事：主管課長，財政課長，税務課

長，子ども家庭課長，経営金
融課長，住宅政策室長

県税滞納縮減
特別対策本部

未収債権対策
プロジェクトチーム

本部長：総務部長
副本部長：総務部次長
本部員：各地域振興局総務企画部長

各支庁総務企画部長
市町村課長
税務課長

幹事長：税務課長
幹事：各地域振興局・支庁県税担当課長

税務課課長補佐，管理納税係長，
総括県税徴収対策官

所管事項：
県税滞納縮減特別対策実施要領の制

定及び実施要領に基づく「県税滞納縮
減特別対策」の推進，進行管理

① 納税意識の高揚促進
ア 各種広報媒体を活用した納税意識の高揚促進
イ 国，県，市町村，企業を対象とした自動車税納期内納付促進の要請

② 滞納の新規発生の抑制
ア 市町村と連携した個人住民税特別徴収制度の適正実施
イ コンビニ収納，口座振替，ペイジー収納，クレジット収納，スマホ決済アプリ（ＰａｙＢ，

ＰａｙＰａｙ）等，納付方法の多様化による利便性の向上
ウ 県が行う補助・貸付・許認可等における「県税未納なし証明書」添付義務付けの拡大

③ 徴収体制の強化
ア 「特別滞納整理班」の拡充・強化
○ 鹿児島市を対象に鹿児島地域振興局鹿児島市駐在に４人の県税徴収対策官を

集中配置（Ｈ２８～）
○ 伊佐市及び姶良市を対象に姶良・伊佐地域振興局に４人の県税徴収対策官を

集中配置（Ｒ１）
※ ４８条引継ぎを中心とした重点強化対策チームを２班体制に強化

イ 鹿児島地域振興局に高額・徴収困難事案を専任する県税徴収対策官５人を配置。
自局事案のほか，他局等の徴収困難事案に技術支援

ウ 熊毛・大島支庁管内の市町村に対しては，鹿児島局高額県税担当対策官と支庁
県税課職員が相互併任により市町村と連携

エ 本土市町の要望等により，鹿児島局高額県税担当対策官を当該団体職員に短期
併任し，捜索等を支援

オ 自動車税の徴収体制の強化
自動車税徴収対策を調整・進行管理する徴税指導対策官を配置するとともに鹿児
島局納税課に自動車税徴収を専任する自動車税係を設置

カ 個人住民税徴収対策連絡会議の設置
各地域振興局・支庁毎に設置し，管内市町村と連携した徴収対策を実施

④ 徴収強化対策の実施
ア 「自動車税納税お知らせセンター」の設置
イ 「県下一斉給与差押え徴収強化期間」の設定，タイヤロックの実施

⑤ 高額滞納者等への対応
・ 捜索，公売の実施

県税滞納縮減特別対策の概要（Ｒ元年度）
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６-(1) 個人住民税の徴収対策
• 個人県民税の滞納額が全滞納の約７割を占めることから，その対策が滞納縮減に向けた最重要課題

• 「特別滞納整理班」による個人住民税徴収対策

県では，国から地方への税源移譲を踏まえ，Ｈ１９年度に特別滞納整理班を編制・配置

① Ｈ１９～Ｈ２１年度 職員を派遣した局等管内１団体を対象に４８条引継ぎを実施

② Ｈ２２～Ｈ２４年度 全市町村を対象に「相互併任制度」による徴収支援を実施

③ Ｈ２５年度～(現行） 重点強化対策団体（Ｈ２５：姶良市，Ｈ２６：薩摩川内市，Ｈ２７：鹿屋市，

Ｈ２８～鹿児島市，Ｒ元：伊佐市，姶良市）を対象に４８条引継ぎを中心とした徴
収対策を実施

※ 県税徴収対策官の集中配置，Ｒ元年度からは２班体制に強化

※ 熊毛・大島支庁管内市町村に対しては引き続き相互併任による支援

※ 本土市町に対する「短期併任」の実施（鹿児島局高額県税担当対策官）

・ 特別徴収制度の適正実施 Ｈ２７年５月，全県一斉指定

・ 局等毎に設置した「個人住民税徴収対策連絡会議」による取組

共同文書催告の実施，市町村における徴収対策・滞納事案等の検討，徴収職員研修の開催など
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６-(2) 個人住民税の徴収対策
重点強化対策（県税徴収対策官の集中配置）徴収実績

年
度

対象
団体

Ａ 48条引継ぎ分（繰越分個人住民税） Ｂ 相互併任分（Ａに付随する市税等）
徴
収
額

(総計)

対象
税額

徴収額 対象
税額

徴収額

本税
延滞金等 合計

徴収率 本税
延滞金等 合計

徴収率

① ② ②/① ① ② ②/①

25 姶良市 １８４ １０５ １２ １１８ ５７．３ ４０１ ６８ ４ ７２ １７．０ １９０

26 薩摩川内市 ３３４ １８８ ２２ ２１０ ５６．３ ６２０ １２７ ９ １３６ ２０．５ ３４６

27 鹿屋市 ２３８ １４９ １６ １６４ ６２．５ ３３０ １１９ １０ １２９ ３６．０ ２９３

28

鹿児島市

３６３ ２０８ ２０ ２２９ ５７．４ １２５ ５４ ２ ５６ ４３．１ ２８５

29 ３２６ １８２ ２１ ２０２ ５５．７ １３７ ５９ ２ ６１ ４２．９ ２６３

30 ２７９ １３０ １３ １４３ ４６．７ １５６ ５８ １ ５９ ３７．２ ２０２

（単位：件，百万円，％）
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６-(3) 個人住民税の徴収対策 重点強化対策の徴収方針

区分
差押え

（件)
換価額

(千円)
財産調査

(件)
引受通知1月
後までのリア
クション（%)  

H25
姶良市

２３２ １６，２７６ ６８，４２４ ６４％

H26
薩摩川内市

３２０ ４４，５８４ ６７，４０５ ７１％

H27
鹿屋市

２３３ ２２，０３８ ４７，４４２ ６８％

H28 鹿児島市
（谷山，喜入) ４１４ ４０，８１３ ５８，４２２ ６６％

H29 鹿児島市
（旧市南部他）

４４２ ３９，２１８ ７０，１００ ５６％

H30 鹿児島市
（旧市北部他）

４６２ ２４，２８７ ６５，０３２ ５１％

• 基本方針

① 差押えを前提とした滞納整理（財産調査の徹底）

② 換価可能な財産は，差押え・税充当が原則

③ 分納の承認方針

ア 年度内完納（現年度分，延滞金含む）が前提

イ 年税発生額を踏まえ計画（新規課税あれば再調整)
ウ 納付誓約書（時効中断効果,不履行時差押の明記）

エ ア，イの条件を満たさない場合は，世帯全体の収支

を聞き取りの上，年税発生額，短期間での見直しを考

慮した計画を策定

④ 履行管理の徹底により，無反応・不履行には差押え，

財産調査を継続実施

⑤ 徴収税の充当順（対象者に付随する市税も徴収)
1繰越分個人住民税→2現年度個人住民税

→3その他市税→4延滞金→5県税

⑥ 国保短期証等の発行

⑤の順で分納の場合，国保納付前でも短期証発行

※ 滞納が累積する原因・・・・・

・ 少額分納，年税額を考慮しない分納

・ 延滞金の減免，不徴収

・ 行政側の約束不履行（差押えをしない）

４８条に基づく差押え等の実績
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７ 自動車税種別割の徴収対策
個人県民税とともに重点対策を実施

１ 納期内納付の促進

① テレビ・ラジオスポットCMの放送

② ポスターの掲示 など

２ 滞納の新規発生の抑制

① 納付方法の多様化による利便性の向上

・ コンビニ，ペイジー，クレジット，スマホ決済アプリ（ＰａｙＢ，ＰａｙＰａｙ）

② 口座振替制度の利用促進

３ 滞納の早期解消

① 「自動車税納税お知らせセンター」による早期自主納付の呼び掛け

② 色付き催告書等の発送

・ 督促状（7月，黄色），差押予告（8月，橙），差押決定（10月，赤）

４ 徴収体制，徴収対策の強化

① 自動車税徴収対策を調整・進行管理する徴税指導対策官を配置

し，鹿児島局に自動車税を専任する自動車税係を設置

② 「県下一斉給与差押え徴収強化期間」の設定

③ 捜索，公売会，ネット公売等の取組

④ 「目標管理」による差押え，執行停止，夜間電話，休日徴収，

タイヤロック等を進行管理

11

「県下一斉給与差押え徴収強化期間」

・ 層の厚い給与所得者をターゲット

７～８月 繰越分，１１～１月現年度

・ すべての振興局・支庁で給与・賞与の

差押えに集中的に取り組む

・ Ｈ３０年度

勤務先を明示した予告 ３，２７８人

→ 給与照会 ８２８人

→ 給与差押 １１９人

自主納付を含めた徴収率，徴収額

７９．３％ １億１２百万円

・ 差押え（３０件/年），執行停止（１５件/年）など，職員が取り組む滞納整理

活動の標準作業量（最低限実施すべき件数）を定め，年間を通じて進行管理

・ 地域振興局・支庁ごとに年間の縮減目標値（収入未済額）を設定

・ 年度毎の縮減目標値とは別に，３年毎の中期目標値も設定

「目標管理」の取組



今後とも市町村の皆様と連携し，収入未済額の縮減に取り組みます。

御清聴ありがとうございました。
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